
 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ  

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

本事業にかかる契約の締結は、令和８年度予算が成立し、予算の配当がなされることを

条件とするものです。 

 

令和８年１月１９日  

世田谷区  

１ 業務概要 

（１）契約予定件名 

世田谷区技術職人材派遣（単価契約） 

（２）目的 

正規職員のうち、土木造園・建築・機械・電気の職にある者の欠員補充等に係る人材

派遣業務 

（３）履行内容 

説明書「Ⅱ．標準仕様書」のとおり 

（４）契約期間 

令和８年 ４月１日～ 令和１１年４月３０日 

（契約当初のスケジュール） 

令和８年 ４月１日 基本協定締結 

令和８年 ４月中～ 派遣業務に向けての準備・調整 

          個別案件の見積交渉 

令和８年 ５月１日 個別契約締結・派遣開始 

※本事業にかかる令和８年度の契約の締結は、令和８年度予算が成立し、予算の配当が

なされることを条件とする。 

※契約は単年度ごととし、各年度における本業務の予算配当があり、かつ令和９年度以

降の契約については、前年度の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。 

（５）本プロポーザルの位置付け 

 ①プロポーザルの目的 

本プロポーザルは参加事業者が、区の発注する欠員対応を目的とした人材派遣に、遅

滞なく適切な人材を配置できる履行体制を具備しているか審査するものであるため、

本プロポーザルにおける合否は提案書を評価することによる評価点のみにより決定す

る。本プロポーザルにおいて徴取する見積単価表について、その額は本プロポーザルの

合否に係る評点に関係しないが、次項に掲げる個別契約の見積徴取において、発注工種

ごとにより低額を示したものから順位をつけ、優先して見積交渉を行うものとする。 

https://setagaya-web.cms8341.jp/cms8341/documents/30780/01.pdf


 ②プロポーザルにより契約候補者として選定された者の扱い 

本プロポーザルにより契約候補者として選定された事業者は、契約担当課と基本契

約を締結するものとする。区は、本プロポーザルに掲げる発注工種に係る欠員が生じ

た際に、個別契約の仕様の具体を定め、本プロポーザルにて決定した優先順位に基い

て契約候補者に見積徴取を行い、区の定める予定価格（非公開）以下の金額を提示し

た事業者と地方自治法第２３４条第１項に定める特命随意契約により個別契約を締結

するものとする。 

本項についての詳細は別紙「世田谷区技術職人材派遣プロポーザルに係る補足資

料」を参照のこと。 

（６）本プロポーザルにおける見積単価の位置づけ 

前項①に記載のとおり、価格について評点を行わない。ただし、個別契約を交渉する

優先順位を決定するために用いるものとする。優先順位は発注工種毎に低価格を示し

た者から順番に付番するものとし、非公表とする。 

なお、令和９年度以降の見積単価については参考のために徴するものであり、各年度

毎の契約締結時に改めて見積を徴取し、区と受注者とで協議のもと単価を設定するも

のとする。 

※見積の条件等については、説明書「Ⅲ 提案書に求める内容」を確認すること。 

※本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。労働報酬下限

額の詳細は別紙を確認すること。 

 

 

２ プロポーザルに参加できる者の資格 

提案書提出時点において、次の要件をすべて満たすこと 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１６

７条の１１第１項において準用する場合も含む）の規定に該当する者でないこと。 

（２）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（３）都道府県民税・市区町 村民税に滞納がないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。 

（５）(財)日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」又は「情報セキュリティマネ

ジメントシステム(ISMS)適合 性評価制度」の認証を取得（取得申請中を含む。）して

いること。 

（６）派遣法に基づく厚生労働大臣による一般労働者派遣事業許可を得ている事業者であ

ること。 

（７）個人情報保護に関する社内規定が整備されていること。 

（８）派遣労働者の継続した就労のための支援制度として、第三者機関による派遣労働者

https://setagaya-web.cms8341.jp/cms8341/documents/30780/01-1.pdf
https://setagaya-web.cms8341.jp/cms8341/documents/30780/01-1.pdf
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に対するメンタルヘルスケアの体制を整えていること。 

（９）「世田谷区技術職人材派遣事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属を

している事業者でないこと。 

選定委員会の構成員は次のとおり。 

総 務 部 長 須藤  剛志 

総 務 部 人 事 課 長 山田  一哉 

都市整備政策部都市計画課長 一 坪  博 

（10）その他法令等に違反していないこと又は違反するおそれのないこと。 

 

３ 手続き等 

（１）説明書の交付 

①交付期間：令和８年１月１９日（月）午後１時から 

２月 ２日（月）午後５時まで 

②交付方法：世田谷区のホームページからダウンロード 

③交付場所：世田谷区ホームページ 

（ホーム＞目次から探す＞区政情報＞区の政策＞職員採用・人事行政＞人事行政） 

（２）参加表明書の提出 

①提出期限：令和８年２月 ２日（月）午後５時必着 

②提出場所：「１０ 担当部課」 

③提出方法 

直接持参又は郵送のうえ、電子メール（参加有資格者あて別途通知する）でも送付

すること。 

④必要書類（各１部） 

（ア）参加表明書（必要事項の記載及び代表者印を押印すること） 

（イ）令和７年分の納税証明書（都道府県民税・市町村民税） 

（ウ）ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）または、プラ

イバシーマークの付与認定（又はＩＳＭＳ）に関する証憑（認定証写し等） 

（エ）一般労働者派遣事業許可を得ていることの確認ができる書類 

（オ）個人情報保護に関する社内規定が整備されていることの確認ができる書類 

（カ）参加表明者の概要等がわかる資料（会社パンフレット等） 

（３）提案書に係る質問の受付 

①受付期間 令和８年２月 ６日（金）正午必着 

②提出方法 参加有資格者あてに担当部課から電子メールで送る、様式３「質問書兼

回答書」を使用し、「１０ 担当部課」まで電子メールでの提出とす

る。 

③注意事項 個人または法人を類推できるような質問は避けること。 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02026/30780.html


④回答方法 提案書作成にあたっての質問及び回答については、公平を期するため、

内容をとりまとめたうえ、令和８年２月１３日（金）正午に、ホームペ

ージにて回答を公表する。 

（４）提案書の提出 

①提出期限：令和８年３月 ２日（月）午後５時必着 

②提出先 ：「１０ 担当部課」 

③提出方法：「１０ 担当部課」あて電子メールにて送付すること。 

※電子メールを送信後、「１０ 担当部課」に記載の電話番号に必ず連

絡すること。 

④提出書類 

 提案内容は説明書「Ⅲ．提案書に求める内容」のとおりとし、下記書類を提出する

こと。 

(ア) 提案書（正本・副本） 

ＡｄｏｂｅＰＤＦ形式で提出すること。副本のデータは法人名や自社で提

供するサービス名などをすべて黒１色で隠し、提案書の提出者を特定できな

いように加工すること。 

(イ) 見積単価表（正本・副本） 

ＡｄｏｂｅＰＤＦ形式で提出すること。副本の扱いについては全項に準ず

る。 

 

４ 提案書の提出者を選択するための基準 

本件では提出者の選定は行わず、資格の確認のみ行う。参加資格の確認ができた者には

プロポーザル招請通知を送付し、参加資格の確認ができなかった者には提案書の提案者に

選定されなかった旨を通知する。 

 

５ 審査及び審査結果の通知 

（１）審査 

「世田谷区技術職人材派遣事業者選定委員会設置要綱」により設置された選定委員会

にて審査する。 

（２）審査方法 

「世田谷区技術職人材派遣提案書評価基準表」に基づき総合的に審査を行い、

評価基準点を満たした事業者を契約候補者として選定する。 

（ア）書面審査 

提案書により総合的に審査を行う。 

   （イ）プレゼンテーション審査 

提案書の内容をもとにプレゼンテーション審査を行う。プレゼンテーションで

https://setagaya-web.cms8341.jp/cms8341/documents/30780/01.pdf


は提案書の内容を加筆、修正することは不可とする。ただし、提案書の内容を変

えずにMicrosoft PowerPoint等で作成することは可とする。 

（３）審査基準 

提案書に基づき書類審査を行う。 

① 実施体制について 

実施体制は適切で、責任者の業務履歴・経験は本事業内容に合ったものか。 

② 実績 

同様の派遣契約を締結し、適切に履行した実績はあるか。 

③ 派遣労働者の手配に関する事項 

登録人材が豊富であり、適切な人材を迅速に配置できるか。 

④ 派遣労働者へのバックアップに関する事項 

派遣労働者の研修・育成や、継続した就労支援について制度が充実しているか。 

⑤ 派遣先職場へのバックアップに関する事項 

  派遣先職場へのサポート体制は十分か。 

  多様な業務内容に応じた適切な人材を選定・配置できるか。配置依頼を受けてか

ら迅速に配置を行えるか。 

  派遣労働者に対する研修制度や人材育成方法等は適切か。 

⑥ 派遣先へのサポート体制 

  派遣先職場へのサポート体制は十分か。 

⑦ 個人情報保護・情報セキュリティ対策に関する事項 

個人情報保護・情報セキュリティ対策は十分か。 

⑧ その他追加提案に関する事項 

その他、本業務についての効果的な追加提案があるか。 

（４）審査結果の通知 

選定結果は、令和８年３月中旬に文書で通知する。 

 

６ 事業者選定及び主な事業スケジュール  

   公募開始、質問受付開始    令和８年 １月１９日（月） 

参加申請書提出期限      令和８年 ２月 ２日（月）午後５時まで 

招請通知送付         令和８年 ２月 ３日（火） 

質問受付締切         令和８年 ２月 ６日（金）正午まで  

質問に対する回答       令和８年 ２月１３日（金）正午まで 

企画提案書の提出期限     令和８年 ３月 ２日（月）午後５時まで 

プレゼンテーション審査    令和８年 ３月初旬 

選定結果通知         令和８年 ３月中旬 

仕様詳細の調整        令和８年 ３月中 



   基本協定締結・業務開始    令和８年 ４月 １日（水）【予定】 

  個別契約見積徴取・受託者決定 令和８年 ４月中 

  派遣労働者配属        令和８年 ５月 １日（金） 

 

７ 失格事由 

（１）審査の結果、評価点が区の定める失格基準を下回った場合 

（２）招請通知後、選定事業者の特定までに次に掲げる事由のいずれかに該当した場合 

① 世田谷区指名停止基準に基づき指名停止措置を受けた場合 

② 世田谷区の契約における暴力団等排除措置要綱に基づき入札参加除外措置を受け

た場合 

③ 参加資格がないことが判明した場合 

④ 参加表明書その他の種類において虚偽の記載がみとめられた場合 

（３）選定に関して自己を有利とする又は他の参加者を不利とするため、審査委員会委員

又は区職員等の関係者に対して面談、連絡等の不当な働きかけを行った場合 

（４）その他選定に関して不正な行為又は公序良俗に反する行為をした場合 

 

８ その他 

（１） 提案書が特定された事業者を、本件派遣契約の基本契約の相手方となるべき候補者

とする。 

（２） 特定結果の通知以降、速やかに区と事業者で打合せを行い、基本契約締結に向けた

調整（詳細な仕様等の決定）を行う。 

（３）詳細な仕様、候補者のシステムが提案どおり稼動できることの判断等について、候

補者と区の間での調整完了後、協定事業者として基本契約を締結する。 

（４）契約保証金   免除 

（５）契約書作成の要否   要 

（６）当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約によ

り締結する予定の有無   有（基本契約に基づく、個別派遣労働契約） 

（７）手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

（８）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提

案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（９）提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。 

（10）提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。 

（11）提案者から提出された書類は返却しない。また、審査に必要な範囲で複製すること

がある。 

（12）本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束さ

れない。 



（13）関連情報を入手するための照会窓口  「１０ 担当部課」に同じ 

（14）詳細は説明書による。 

（15）区は、提案書を選定の目的以外で参加者に無断で使用しないものとする。 

（16）本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用すること

はできない。 

（17）提案書の提出後に「２ プロポーザルに参加できる者の資格」の要件に該当しない

こととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。 

（18）個人情報の取り扱いについては「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」

を、電算処理の業務については「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守する

こと。 

 

10 担当部課 世田谷区総務部人事課人事係 

（所在地） 〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

東棟 ５階５０１番窓口 

（担当者） 河地、宇佐美、角田 

（受付時間） 祝日を除く月曜日から金曜日の午前９時から午後５時 

（電話）  ０３－５４３２－２１０１（直通） 



【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内 
 

この契約には が適用されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。 
 

【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係  
電話：03-5432-2145～2152・2173・2435 
FAX：03-5432-3046 

 検索 世田谷区 公契約条例 

世田谷区公契約条例とは… 
世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、

労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としていま

す。契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を

支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。 

「労働報酬下限額」

労働報酬下限額とは… 
 世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。労働者は、事業

者（下請負者含む）のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。一人親方や派遣労

働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。 
 
※予定価格が 3千万円以上の工事請負契約、予定価格が 2 千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協

定（不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く） 

 
工事以外の契約の 

労働者 

1 時間あたり 

１,６１０円 

 
工事請負契約の 
技能労働者 

東京都の公共工事設計労務単価

の職種ごとの85％相当額 
（各職種の金額は裏面をご覧ください） 



 

工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額（１時間あたり） 

職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 

特 殊 作 業 員 ３，１７７円 さ く 岩 工 ４，２０８円 左 官 ３，５０７円 

普 通 作 業 員 ２，８４８円 トンネル特殊工 ３，８０４円 配 管 工 ３，０３９円 

軽 作 業 員 １，９６６円 トンネル作業員 ３，２９４円 は つ り 工 ３，１９９円 

造 園 工 ２，８８０円 トンネル世話役 ４，３０４円 防 水 工 ３，８３６円 

法 面 工 ３，５４９円 橋りょう特殊工 ３，６９８円 板 金 工 ３，６３４円 

と び 工 ３，４９６円 橋りょう塗装工 ３，７７２円 タ イ ル 工 ２，８８０円 

石 工 ３，４８５円 橋りょう世話役 ４，３１４円 サ ッ シ 工 ３，４１１円 

ブ ロ ッ ク 工 ３，２４１円 土木一般世話役 ３，４４３円 屋 根 ふ き 工 ３，６０２円 

電 工 ３，４６４円 高 級 船 員 ４，０５９円 内 装 工 ３，５０７円 

鉄 筋 工 ３，４６４円 普 通 船 員 ３，２７３円 ガ ラ ス 工 ３，３５８円 

鉄 骨 工 ３，１４５円 潜 水 士 ５，３０２円 ダ ク ト 工 ３，１４５円 

塗 装 工 ３，６６６円 潜 水 連 絡 員 ３，８７９円 保 温 工 ２，９４４円 

溶 接 工 ３，９３２円 潜 水 送 気 員 ３，７６２円 設 備 機 械 工 ２，９７５円 

運転手（特殊） ３，２４１円 山 林 砂 防 工 ３，４１１円 交 通 誘 導 員 Ａ ２，１４７円 

運転手（一般） ２，６９９円 軌 道 工 ６，０９９円 交 通 誘 導 員 Ｂ １，８７０円 

潜 か ん 工 ３，９３２円 型 わ く 工 ３，３６９円 上記以外の職種 １，６１０円 

潜 か ん 世 話 役 ４，７０７円 大 工 ３，２３０円  

※上記の金額は熟練労働者に適用されます。 
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及
び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1 時間当たり１，６１９円になります。 

このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和７年１２月１９日告示によるものです。 
適用対象は令和８年 4 月 1 日以後に締結する契約（上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く）です。 

世田谷区公契約条例のその他の取組み  
《 労働条件確認帳票 》 

賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもの

で、予定価格が１００万円を超える契約(※１、２)において契約事業者に配布し、提出を求めて

います。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。 

※１ 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※２ 土木工事請負契約は２００万円を超える契約が対象 

 

閲覧場所 閲覧できる帳票 

経理課 
（世田谷区役所東棟５階５０３番窓口） 

教育総務課が取り扱う契約以外の契約 

教育総務課 
（世田谷区役所東棟６階６０４番窓口） 

教育委員会の契約のうち予定価格が 

2 千万円未満の契約 

 

《 労働報酬下限額周知カードの配布 》 

労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通して

その旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただ

くことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。


